
【スズキ】

低燃費区分

スイフト 20849 5AA-ZCEDS 1.197 940 0002 24.5 27.7 80% ● 50%軽減 7,500 10,000

スイフト 20849 5AA-ZCEDS 1.197 950 0003 24.5 27.6 80% ● 50%軽減 7,500 10,000

スイフト 20850 5AA-ZDEDS 1.197 1020 0601 22.7 27.2 80% ● 50%軽減 11,200 15,000

スイフト 20850 5AA-ZDEDS 1.197 1020 0602 22.7 27.2 80% ● 50%軽減 11,200 15,000

スイフト 20851 5BA-ZCDDS 1.197 910 0001 23.4 27.8 80% ● 50%軽減 7,500 10,000

車種：普通／小型乗用車＜ガソリン車・LPG車(ハイブリッド車を含む)＞

＊2024（令和６）年１月1日から2025（令和７）年4月30日までに新車新規登録等を行った場合に適用

〔重量税の特例措置〕
　区分「◎」 ： エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除（※）となります。
　　　　　　　　　2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
　区分「●」 ： エコカー減税対象です。新車新規登録等時に限り重量税は本則税率から減免（免税、50％、25％軽減（1回限り））（※）した税額となります。
　　　　　 　　　　初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
（※）初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して１５日を経過する日までに
　　　車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

通称名
型　　　式
指定番号

車両型式
排気量
（㍑）

車両重量
（kg）

類　　　別
区分番号

WLTCモード 重量税の特例措置

燃費値
燃費

基準値
区
分

重量税
（新車）

減免率等

重量税額(円）

令和12年度
燃費基準達

成割合

新車新規検査
3年（自家用）

初回継続検査等
2年（自家用）
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【いすゞ】

低燃費区分

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3285 0001 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3275 0003 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3285 0004 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3285 0005 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3295 0006 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3285 0007 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3295 0008 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3295 0009 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3305 0010 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3255 0019 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3265 0020 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3265 0021 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3275 0022 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3265 0023 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3275 0024 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3275 0025 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3285 0026 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3285 0035 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3295 0036 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3275 0039 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3285 0040 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3285 0041 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3295 0042 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3255 0047 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3265 0048 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3265 0049 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3275 0050 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3275 0055 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3315 0057 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3305 0059 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3315 0060 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3315 0061 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3325 0062 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3315 0063 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3325 0064 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3325 0065 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3335 0066 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3315 0083 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3325 0084 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3305 0087 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3315 0088 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3315 0089 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3325 0090 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

コモ 20342 3DF-JVN2E26 2.500 3305 0103 13.9 13.5 達成 免税 0 10,000

　　　　軽量車（車両総重量2.5t以下のトラック）　　　　　＜ガソリン車(ハイブリッド車を含む)＞
　　　　中量車（車両総重量2.5t超3.5t以下のトラック）　＜ガソリン車(ハイブリッド車を含む)　　および　ディーゼル車（ハイブリッド車を含む）＞

＊2024（令和６）年１月1日から2026（令和8）年4月30日までに新車新規登録等を行った場合に適用

〔重量税の特例措置〕
　　 ： エコカー減税対象車の新車新規登録等時の重量税は、本則税率から減免（免税、75％、50％、25％軽減(1回限り））（※）した税額となります。
    　　初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
（※）初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して１５日を経過する日までに
車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

車種：軽量車及び中量車（トラック）

通称名
型　　　式
指定番号

車両型式
排気量
（㍑）

車両総重量
（㎏）

類　　　別
区分番号

JC08モード

燃費値
重量税
（新車）

減免率等

重量税額(円）

令和４年度
燃費基準

新車新規検査
2年（自家用）

初回継続検査等
１年（自家用）

重量税の特例措置

燃費
基準値
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低燃費区分

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 19791 5BD-S321M 0004 17.8 90% 25%軽減 3,700 5,000

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 19791 5BD-S321M 0005 17.8 90% 25%軽減 3,700 5,000

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 19791 5BD-S321M 0006 17.8 90% 25%軽減 3,700 5,000

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 19791 5BD-S321M 0013 17.8 90% 25%軽減 3,700 5,000

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 19791 5BD-S321M 0014 17.8 90% 25%軽減 3,700 5,000

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 19791 5BD-S321M 0015 17.8 90% 25%軽減 3,700 5,000

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 19792 5BD-S331M 0004 17.4 90% 25%軽減 3,700 5,000

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 19792 5BD-S331M 0005 17.4 90% 25%軽減 3,700 5,000

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 19792 5BD-S331M 0006 17.4 90% 25%軽減 3,700 5,000

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 19792 5BD-S331M 0013 17.4 90% 25%軽減 3,700 5,000

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 19792 5BD-S331M 0014 17.4 90% 25%軽減 3,700 5,000

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 19792 5BD-S331M 0015 17.4 90% 25%軽減 3,700 5,000

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 20312 5BD-S700M 0003 20.5 105% 免税 0 5,000

ﾋﾟｸｼｽ　ﾊﾞﾝ 20313 5BD-S710M 0003 20.3 105% 免税 0 5,000

重量税額(円）

令和４年度
燃費基準

新車新規検査
2年（自家用）

初回継続検査等
2年（自家用）

〔重量税の特例措置〕
　： エコカー減税対象車の新車新規登録等時の重量税は、本則税率から減免（免税、75％、50％、25％軽減（1回限り））（※）した税額となります。
　　初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。
（※）初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して１５日を経過する日までに
車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

通称名
型　　　式
指定番号

車両型式
排気量
（㍑）

車両総重量
（kg）

類　　　別
区分番号

JC08モードorWLTCモード

燃費値
重量税
（新車）

減免率等

重量税の特例措置

車種：軽貨物車
　　＜ガソリン車(ハイブリッド車を含む)＞

【トヨタ】

＊2024（令和６）年１月1日から2026（令和８）年4月30日までに新車新規登録等を行った場合に適用
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